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令和６年１０月（第二版） 

印西市健康子ども部保育幼稚園課 
  

認可保育園の利用を希望される方へのご案内となります。 

大切なお知らせですので、利用申し込みの際には必ずご一読ください。 

【問い合わせ先・書類提出先】 

印西市健康子ども部保育幼稚園課入園係 

〒２７０－１３９６ 

印西市大森２３６４－２ 

ＴＥＬ ０４７６－３３－４６５１（直通） 

ＦＡＸ ０４７６－３３－４５８５ 

E-mail ｈｏｉｋｕｋａ＠ｃｉｔｙ．ｉｎｚａｉ．ｃｈｉｂａ．ｊｐ 

 

〒２７０－１３９６ 

印西市大森２３６４－２ 

ＴＥＬ ０４７６－３３－４６５１（直通） 

ＦＡＸ ０４７６－４２－０３８１ 

E-mail ｈｏｉｋｕｋａ＠ｃｉｔｙ．ｉｎｚａｉ．ｃｈｉｂａ．ｊｐ 

※平成 29 年 2 月 23日から E-mail アドレスが変

更となりました。 
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【令和７年度における入園に関する事項の変更等について】 

 １．廃園・休園について 

しおん保育園（分園中央 アニマルランド）は、令和６年４月より休園して

おりましたが、令和７年３月末で廃園することになりました。しおん保育園

（年少～年長児分園中央）は引き続き休園となるため、令和７年度も申込みが

できませんのでご注意ください。入所を希望する施設としてしおん保育園（年

少～年長児分園中央）の記入があった場合には、希望園として反映されず、そ

れ以降の希望順位を繰り上げます。 
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１．はじめに 

1. 認可保育施設は、就労や病気、出産などやむを得ない事情で、日中児童の保育を

必要とするとき、保護者に代わり保育をする施設です。 

2. 「保育を必要とする期間に限り」認可保育施設を利用できるため、小学校入学ま

での在園を保証するものではありません。 

3. 認可保育施設の運営は利用者が自己負担分として納入する保育料だけでなく、そ

の多くが税金でまかなわれています。そのため利用者には、公的に定められた手

続きと規則や各園の決まりに基づく厳正な利用が求められます。 

 

２．クラス編成について 

 

保育園のクラス割は、３月３１日時点の満年齢によって区分されます。 

令和７年度のクラス編成は、次のとおりです。 

 

ク ラ ス 児 童 の 生 年 月 日 就学前対応日 

５歳児クラス 平成３１年４月２日～令和２年４月１日 令和８年３月３１日 

４歳児クラス 令和２年４月２日～令和３年４月１日 令和９年３月３１日 

３歳児クラス 令和３年４月２日～令和４年４月１日 令和１０年３月３１日 

２歳児クラス 令和４年４月２日～令和５年４月１日 令和１１年３月３１日 

１歳児クラス 令和５年４月２日～令和６年４月１日 令和１２年３月３１日 

０歳児クラス 
令和６年４月２日～令和７年４月１日 令和１３年３月３１日 

令和７年４月２日～ 令和１４年３月３１日 
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３．市内の認可保育園・認定こども園・小規模保育事業一覧 
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種別 番号 園コード 
園  名 定員 生後 

５７日から 
2 歳児 

クラスまで 住  所 電 話 

保
育
所 

公
立 

① 003 
木刈保育園 100 

  
木刈 6-23 (46)1873 

② 004 
内野保育園 100 

  
内野 1-12 (46)1874 

③ 005 
高花保育園 110 

  
高花 1-10 (46)7011 

④ 006 
西の原保育園 120 

  
西の原 3-7 (45)0221 

⑤ 007 
もとの保育園 120 

  
滝野 3-2 (97)2935 

私
立 

⑥ 022 
銀の鈴保育園 89 

○  
高花 5-3 (47)7566 

⑦ 023 
原山保育園 69 

○  
草深 1177-18 (47)6600 

⑧ 025 
山ゆり保育園 160 

○  
萩原 1917-8 (98)1333 

⑨ 028 
スマイル保育園 90 

○  
牧の台 1-1-2 (48)7321 

⑩ 029 
小倉すくすく保育園 150 

○  
小倉 673-7 (42)5901 

⑪ 024 
しおん保育園（本園） 107 

○  
松崎 517   (46)1329 

⑬ 
※ 

208 
しおん保育園（年少～年長児分園中央） 36 

  
中央北 1-4 アルカサール内 [本園へ] 

⑭ 203 
ヒューマンアカデミー印西牧の原保育園 40 

○ ○ 
原 1-2 BIGHOP 内 (47)6277 

⑮ 204 
エンヂェルハート保育園 90 

○  
武西 275-1 (47)3344 

⑯ 205 
星虹保育園 86 

○  
戸神 609-2 (40)1189 

⑰ 209 
星虹第二保育園 120 

○  
戸神 617-3  (45)1189 

⑱ 210 
かふう保育園いんざい 145 

○  
草深 1620-12  (37)7810 

⑲ 020 
AIAI NURSERY 千葉ニュータウン中央 60 

〇  中央南 1-13 レーベン千

葉 ニュータウン中央 1 階 
(85)7790 

⑳ 241 
かぐろ杜の保育園 90 

〇  
鹿黒南 2-3-1 (45)2021 

㉑ 242 
コスモスの丘保育園 103 

〇  
草深 2371-4  (85)6337 

㉒ 243 
ゆいのひ保育園 90 

〇  
戸神 553-3 (36)8586 
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種別 
番
号 

園コード 
園  名 定員 生後 

５７日から 
2歳児 
クラスまで 住  所 電 話 

保
育
所 

    私

立 

㉓ 256 
AIAI NURSERY 印西牧の原 60 

○  
原一丁目1-2 (37)8022 

㉔ 257 
草深こじか第二保育園 90 

○  
草深2497-17 (37)8124 

㉕ 258 
ちいさな杜の保育園 134 

○  
鹿黒南二丁目3-3 (48)5226 

㉖ 260 
HALO保育園 135 

○  
草深1618-1 (80)8689 

㉗ 261 
コスモスの丘ひがし野保育園 90 

〇  
草深1671-35 (37)5082 

㉘ 262 
そうほスマイル保育園 90 

○  
宗甫46 (85)7846 

㉙ 263 
滝すくすく保育園 90 

○  
滝546-5 (37)7594 

㉚ 264 
にじの原のつなぐ保育園 120 

○  
草深１２０８-１５ (85)8279 

㉛ 265 
NOVAバイリンガル印西東の原保育園 120 

  
東の原一丁目１-７ (85)8590 

認定 

こども園 

※定員は

保育部分

のみ記載 

私

立 

㉜ 514 
どんぐり保育園 65 

○  
小林北5-12-2 (97)1383 

㉝ 519 
草深こじか保育園 75 

○  
草深2496-10 (36)5161 

㉞ 510 
牧の原宝保育園 90 

○  
牧の原3-1-3 (49)4011 

㉟ 512 

認定こども園Rainbow Wings 

International（本園：0～５歳児） 
117 

○  

草深1105-1 (85)8685 

㊱ 513 

認定こども園Rainbow Wings 

International（分園：０～２歳児） 
33 

○ ○ 

中央南1-1-1 ２階 [本園へ] 

㊲ 207 
印西ひかりこども園 133 

○  
木下804-6 (40)3737 

㊳ 267 
たかさごスクール千葉ニュータウン 140 

〇  
鹿黒南五丁目2 (85)4261 

㊴ 266 
市川学園西の原幼稚園（3～5歳児） 20 

  
西の原三丁目15 (47)0644 



 

５ 

 

※しおん保育園（分園中央 アニマルランド）は、令和６年４月より休園しておりまし
たが、令和７年３月末で廃園することになりました。しおん保育園（年少～年長児分園
中央）は引き続き休園となるため、令和７年度も申込みができませんのでご注意くださ
い。入所を希望する施設としてしおん保育園（分園中央 アニマルランド）及びしおん
保育園（年少～年長児分園中央）の記入があった場合には、希望園として反映されず、
それ以降の希望順位を繰り上げます。 
 
 

 

 

  

種別 
番
号 

園コード 
園  名 定員 生後 

５７日から 

2歳児 
クラスまで 住  所 電 話  

小
規
模
保
育
事
業 

私

立 

㊵ 700 
やまと小規模保育園 19 

 ○ 
牧の原1-3牧の原モアA-20-2 (77)3004 

㊶ 701 
カインド・ナーサリー牧の原第１園 19 

 ○ 
牧の原5-13-1（1階） (33)3777 

㊷ 702 
カインド・ナーサリー牧の原第２園 19 

 ○ 
牧の原5-13-1（2階） (85)4788 

㊸ 703 
リップル保育園CNT高花Ⅰ 19 

○ ○ 
高花１-８-1 (36)7607 

㊹ 704 
リップル保育園CNT高花Ⅱ 19 

○ ○ 
高花１-８-1 (36)7608 
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○ 利用可能年齢 

生後６か月から利用できる施設と、生後５７日から利用できる施設があります。な

お、１歳の誕生日を迎えるまでは、お子様の状況に応じ、園により利用時間が短く

なる場合があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。 

生後６か月から・・・①～⑤、㉛、㊵～㊷ 

生後５７日から・・・⑥～⑪、⑭～㉚、㉜～㊳、㊸、㊹ 

また、終期については、小学校就学前までの施設と２歳児クラスまでの施設があり

ます。２歳児クラスまでの施設をご利用されている方については、継続して保育を受

けることができるように、3歳児になる時の入園の利用調整の際には調整指数で 6点

加点されます。（２１ページ番号１１を参照） 

なお、対象者には、２歳児クラスに所属している年度の秋頃に園を通じご連絡しま

す。 

小学校就学前まで・・・①～⑪、⑮～㉟、㊲、㊳ 

２歳児クラスまで・・・⑭、㊱、㊵～㊹ 

３歳児クラスから小学校就学前まで・・・㊴ 

 

○ 開所時間・閉所時間 

開所時間は全ての施設で７：００、閉所時間は施設によって異なります。 

認定によって定められた保育時間を超える利用については、時間外保育（８ページ

参照）となります。 

【平日】 

７：００～１９：００・・・①～⑤、㉞、㊱、㊴ 

７：００～２０：００・・・⑥～㉝、㉟、㊲、㊳、㊵～㊹ 

【土曜】  

７：００～１７：００・・・①～⑤、⑦、⑩～⑭、⑱～㉑、㉓～㉕、㉗、 

㉙、㉛、㉝～㊱、㊵～㊹ 

             ※㊱については、本園での保育となります。 

７：００～１８：００・・・⑥、⑨、⑮、㉘、㉚、㊲、㊳ 

７：３０～１８：００・・・⑧ 

７：００～１９：００・・・⑯、⑰、㉒、㉖、㉜ 

実施なし・・・・・・・・・㊴ 
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４．教育・保育給付認定について 
 
保育園等を申し込むにあたり、保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受け

ていただく必要があります。 

なお、教育・保育給付認定の申請は、保育園等の利用申し込みと併せて申請していた

だきます。 

 

① 教育・保育給付認定について 

認定は、お子様の年齢や保育の希望の有無により次の３区分となり、区分に応じて、

利用できる施設・事業があります。 

 

◆認定した後に希望施設（保育園など）の利用の可否を決定するため、認定を受けた場

合であっても、希望施設の利用（保育園などの入園）ができるとは限りません。 

 

② 保育を必要とする事由（２号認定、３号認定） 

教育・保育給付認定を申請（保育園などを利用）する場合には、次の「保育を必要と

する事由」に該当することが必要です。  

① 就 労 居宅内・外で就労をしている場合（月６０時間以上） 

② 妊 娠 ・ 出 産  原則として、出産予定日の概ね２か月前から、出産後８週経過した
日の翌日の属する月の末日まで 

③ 保護者の疾病  保育に支障をきたす病気、ケガまたは障がいがある場合 

④ 介 護 ・ 看 護  同居（または長期入院等している）親族を常時介護・看護している場合（月６０時間以上） 

⑤ 災 害 復 旧  火災、風水害等による災害の復旧に当たる場合 

⑥ 求 職 活 動  求職または開業予定の場合（認定後９０日以内に就労すること） 

⑦ 就 学 就学又は職業訓練校等の職業訓練の場合（月６０時間以上） 

⑧ 虐 待 ・ Ｄ Ｖ  虐待やＤＶのおそれがある場合 

⑨ 育 児 休 業  当該育児休業に係る子どもの１歳の誕生日の属する年度の末日まで 
（育児休業取得前に既に市内の保育所等を利用していた子どものみ） 

⑩ そ の 他  上記に類する場合などで、市が認める場合 

※事由によって、認定される保育の必要量、認定期間が異なります。 

認定区分 対象者 主な利用先 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

満３歳以上で、幼稚園等での教育を

希望される場合 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

（満３歳以上保育認定） 

満３歳以上で、 

「保育を必要とする事由」に該当し、

保育園等での保育を希望される場合 

保育園 

認定こども園 

３号認定 

（満３歳未満保育認定） 

満３歳未満で、 

「保育を必要とする事由」に該当し、

保育園等での保育を希望される場合 

保育園 

認定こども園 

地域型保育（小規模保育等） 



 

８ 

 

 

③ 保育の必要量に応じた区分（２号認定、３号認定） 

 ２号認定または３号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時

間」と「保育短時間」のいずれかに区分されます。 

※就労以外の事由であっても、いずれかの区分に認定されます。 

※諸事情により、保育必要量の区分変更を希望する場合は、市保育幼稚園課までご相

談ください。 

  

 ●「保育標準時間」利用・・・利用可能時間は最大１１時間。 

  （例）就労による場合（月１２０時間以上程度）。 
    妊娠・出産による場合。 

保護者の疾病・障害による場合。 
介護・看護による場合（月１２０時間以上程度）。 
災害復旧による場合。 
就学・職業訓練による場合（月１２０時間以上程度）。 
虐待やＤＶのおそれがある場合。 

 

 ●「保育短時間」利用・・・利用可能時間は最大８時間。 

 （例）就労による場合（月６０時間以上１２０時間未満程度）。 
妊娠・出産による場合。 
育児休業中の場合。 
介護・看護による場合（月６０時間以上１２０時間未満程度）。 
災害復旧による場合。 
求職活動・起業準備による場合。 
就学・職業訓練による場合（月６０時間以上１２０時間未満程度）。 
虐待やＤＶのおそれがある場合。 

 

【イメージ】 

       7:00                                         

18:00  閉所 

 

 

 

 

 

7:00    8:30              16:30    閉所 

 

それぞれの区分で認定を受けた場合であっても、保護者が実際に保育を必要とする時

間での利用となります。 

（認定が「就労」の場合は、「就労時間 ＋ 通勤時間」が利用できる時間です。） 

また、延長保育（上図網かけ部分）の利用について、別途、延長保育料を徴収いたし

ます。 

料金は利用している施設等によって異なりますので、詳しくは各施設等にお問い合わ

せください。 

保育標準時間 
利用可能な時間帯（最大１１時間） 

延長 
保育 

  

    

延長保育 
保育短時間 

利用可能な時間帯（最大８時間） 
延長保育 

開 所 時 間 
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５．入園日について 

入園日は、毎月１日となります。（生後５７日目からの利用の場合を除く） 

育児休業から元の職場に復帰する場合や、他市区町村から転入する場合については、

申請した際の条件を満たす必要がありますので、ご注意ください。 

入園審査は、申請いただいた内容をもとに審査しているため、申請いただいた内容と

入園時の実態が異なる場合は、入園を取り消しますのでご注意ください。 

 

（１）育児休業から職場に復帰する場合 

・育児休業から職場に復帰することを条件に入園が決まった場合は、入園月の翌月１０

日までに元の職場に復職することが必要です。 

※元の職場に復帰しない場合は、入園が取り消しになります。 

・復職日を記載した就労証明書を、入園決定後に再度取得し提出していただきます。 

※入園月の月末までに、復職日を記載した就労証明書の提出がないなど復職が確認で

きない場合、退園となります。 

 

（２）他市町村から転入する場合 

・入園月の前月末までに転入する場合は、市内在住者と同様の審査を行います。 

・入園が決まった転入予定者は、入園月の前月末までに転入することが必要です。 

・転入後、入園月の前月末までに、印西市の書式で申請書類を提出してください。 

・入園月の前月末までに転入できない場合は、入園を取り消します。 

※市外から申請する方は１６ページを参照ください。 

 

（３）ならし保育について 

・ならし保育は必ず必要です。 

・ならし保育期間（就業開始までに保育所等の生活にお子様になれていただく期間）に

ついては、おおむね１週間から２週間程度を予定していますが、お子様の慣れ具合に

よってはならし保育期間が延長される場合があります。特に年齢が低いお子様につき

ましては、水分やミルク、または離乳食の食べ具合によりお預かりができないことが

ありますので離乳期間中は粉ミルクが飲めるようご家庭で調整していただけるとよ

いでしょう。 

・入園日は、毎月１日ですので、ならし保育の期間を考慮して、復職日を決めてくださ

い。 

・ならし保育の期間については、入園が決まった園とご相談ください。  
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６．利用申し込みの流れ 

 

保育園の見学 

保育園に直接連絡をし、事前に保育園の見学を行ってください。各保育園の詳しい情

報は市ホームページ「印西市内にある保育園・認定こども園・小規模保育事業所」に掲

載の「保育園概要」にてご確認ください。 

※見学は必須ではありませんが、入園を希望される保育園の保育内容等を事前にご理解

いただくことは重要です。可能な限り見学を行ったうえで申請してください。 

 

 

入園申し込み 

 提出書類をご準備のうえ、希望する入園月の受付期間中に下記提出先に提出してくだ

さい。（受付期間は１１ページ参照） 

提出先：保育幼稚園課・各支所・各保育所等 

※各支所・各保育所等では受付のみ行っているため、ご不明な点等がありましたら保育

幼稚園課にご相談ください。 

※各支所・各保育所等に提出する場合は、申込締切日の一週間前までにご提出ください。 

 

 

入園前面接の実施 

 書類受理後に入園前面接の日程調整を行います。電子申請や郵送で提出された場合は、

こちらから面接日についてご連絡いたします。 

※面接は印西市役所にて実施いたします。面接日にお越しいただくことが難しい方は日

程調整時にご相談ください。 

                         

  

決定の場合              保留の場合 

 

    

決定・保留いずれの場合でも、毎月結果を郵送でお知らせします 

・決定した保育園から連絡をしますので、な

らし保育等、入園前の調整を行ってくだ

さい。入園前面接が未実施の場合、内定保

育園にて面接をした後、決定となります。 

・追加書類の提出が必要になる場合があり

ます。結果通知に同封の案内文を確認し、

記載のある期日までにご提出ください。 

・申請時に「空き待ちをする」にチェックさ

れた方は当年度中に限り、翌月以降も継

続して審査します。 

・希望園の変更や申請の取り下げを行う場

合は必ず受付期間中にお手続きくださ

い。（受付期間は１１ページ参照）※申請

の内容に変更があった場合は速やかに変

更の手続きを行ってください。 
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７．利用申し込みの日程 

 

入園月 
受付期間 

（市役所必着） 
面接日 

４月入園 
令和６年 

１１月１日（金）～ 

１１月２９日（金） 

令和６年 

１２月３日（火）、４日（水）、５日（木）、６日

（金）、９日（月）、１０日（火）、１１日（水）、１２日

（木）、１３日（金） 

５月入園 
令和７年 

３月３日（月）～ 

３月３１日（月） 

令和７年 

４月２日（水）・３日（木） 

６月入園 
令和７年 

 ４月１日（火）～ 

４月３０日（水） 

令和７年 

５月１日（木）・２日（金） 

７月入園 
令和７年 

 ５月１日（木）～ 

５月３０日（金） 

令和７年 

６月３日（火）・４日（水） 

８月入園 
令和７年 

 ６月２日（月）～ 

６月３０日（月） 

令和７年 

７月２日（水）・３日（木） 

９月入園 
令和７年 

 ７月１日（火） 

７月３１日（木） 

令和７年 

８月４日（月）・５日（火） 

１０月入園 
令和７年 

 ８月１日（金） 

８月２９日（金） 

令和７年 

９月２日（火）・３日（水） 

１１月入園 
令和７年 

 ９月１日（月）～ 

９月３０日（火） 

令和７年 

１０月２日（木）・３日（金） 

１２月入園 
令和７年 

 １０月１日（水）～ 

１０月３１日（金） 

令和７年 

１１月４日（火）・５日（水） 

１月入園 
令和７年 

 １１月４日（火）～ 

１１月２８日（金） 

令和７年 

１２月２日（火）・３日（水） 

２月入園 
令和７年 

 １２月１日（月）～ 

１２月２４日（水） 

令和７年 

１２月２５日（木）・２６日（金） 

３月入園 
令和８年 

 １月５日（月）～ 

１月３０日（金） 

令和８年 

２月３日（火）・４日（水） 

※令和７年４月入園の結果の発送は令和７年２月初旬頃、その他の月は入園月の前月中

旬頃を予定しています。 

※面接の日程は、変更になる可能性があります。 

※希望園の変更や利用の取り下げ等の手続きも上記期間内に申請が必要です。 
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８．利用申し込みに必要な書類 

 

 申し込みの際には、次の書類をご提出ください。 

なお、提出書類に不足が生じた場合、利用調整に影響が出る場合がございますの

で、十分ご注意ください。 

 

【提出に当たっての注意事項】 

・市が指定する様式がある書類については、必ず指定様式をご使用ください。 

・書類提出後に、内容確認のため新たな書類の提出を依頼することがあります。 

・ご提出いただいた就労証明書については、就労実態を事業所に伺うなどの調査を

行うことがあります。 

・提出書類は返却しませんので、必要に応じて、提出前にコピーしてください。 

※電子申請につきましては１５ページをご確認ください。 

 

【必須提出書類】 

①【指定様式】提出書類チェック票 

②【指定様式】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

 ③【指定様式】保育所等利用申込書 

 ④【指定様式】申込児童の健康状況調書 

 ⑤【指定様式】食物アレルギーチェック票 

 ⑥【指定様式】保育施設利用に関する確認票 

 ⑦直近の健診票又は、母子手帳の健康状況がわかるページの写し 

⑧保育を必要とする事由を確認するための資料 

  ⇒「保育の必要性」の事由により提出書類が異なります。 

詳しくは１３ページを参照してください。 

⑨マイナンバー確認資料（１４ページ参照） 

 

【家庭状況等に応じ提出が必要な書類】 

 ⑩〔母子・父子世帯の方〕 

戸籍謄本（写し可） 

 ⑪〔在宅障がい児・者のいる世帯の方〕 

障害者手帳等の写し 

⑫〔兄弟姉妹が幼稚園・発達支援センター等を利用している方〕 

在園証明書  

 ⑬〔離婚調停中で配偶者と別居している方〕 

呼び出し状、又は事件係属証明書 

 

※その他、必要に応じ書類を提出ください。（提出によっては調整指数に影響がありま

す。詳しくは２１ページを参照ください。） 
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■保育を必要とする事由を確認するための資料（提出書類）一覧 

【資料提出の対象者】 
申し込み児童の父母・同居親族（祖父母・おじ・おば等）で６５歳未満の者・内

縁の夫や妻等 
 

 「保育の必要性」の事由 提出書類 

① 就労（月６０時間以上） 
・【指定様式】就労証明書 
（自営業の方は開業届、確定申告書（第１・２表）
の写し等、直近での就労が証明できる書類） 

② 妊娠・出産 
・母子健康手帳の写し 
（母氏名・出産予定日が記載されているページ） 

③ 保護者の疾病・障害 ・医師の診断書（注１）又は障害者手帳等の写し 

④ 
同居（又は長期入院等している）親
族の介護・看護 

・医師の診断書（注２） 
・ご家族の状況についての申立書（注３） 

⑤ 災害復旧 
・罹災証明 
・災害状況についての申立書（注４） 

⑥ 求職活動（起業準備含む） ・求職活動申告書 

⑦ 就学、又は職業訓練 
・在学証明書 
・カリキュラム（時間割）の写し 

⑧ 虐待やDVのおそれがある場合 ※保育幼稚園課にお問い合わせください。 

⑨ 上記以外の場合 ※保育幼稚園課にお問い合わせください。 

注１：診断書は所定の様式「①疾病等用」を使用してください。 
注２：診断書は所定の様式「②介護看護付添用」を使用してください。 
注３：申立書の様式は任意ですが、「住所」「保護者氏名」「児童氏名」「児童生年月日」「ご家族

の生活状況（保育ができない理由として）」「介護・看護に従事している１日の時間及び１
月あたりの日数」を記載してください。 

注４：申立書の様式は任意ですが、「住所」「保護者氏名」「児童氏名」「児童生年月日」「具体的 

な災害状況」「ご家族の生活状況(保育ができない理由として)」を記載してください。  
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■市町村民税所得割額の確認 

 保育園入園申請時に、審査や保育料決定のため市町村民税所得割額のわかる資料等を

確認いたします。状況によって確認方法が異なりますので、必要に応じて資料等をご用

意ください。 

 

【既に印西市にお住まいの方】 

 窓口に申請に来られた保護者のマイナンバー確認を行います。申請時に確認資料をご

持参ください。ただし下記に該当する場合は省略可能となります。 

（マイナンバー確認が省略可能な方） 

 令和７年４月～令和７年８月入園…令和６年１月１日時点で印西市にお住まいの方 

 令和７年９月～令和８年３月入園…令和７年１月１日時点で印西市にお住まいの方 

◎確認資料 

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを、マイナンバーカードを

お持ちでない方は、マイナンバー確認資料と身元確認書類をそれぞれご持参ください。 

●マイナンバー確認資料（以下の資料から１点） 

・マイナンバーが記載された住民票の写し 

・現在の住所が記載された通知カード 

●身元確認書類 

A 写真付きの本人確認書類 

（以下の資料から1点） 

B 写真なしの本人確認書類 

（以下の資料から2点） 

・運転免許証 

・パスポート 

・その他公的機関発行の写真付きの 

証明書      

・公的医療保険の被保険者証 

・年金手帳 

・その他公的機関発行の住所、氏名、 

生年月日の記載書類          

 

【印西市外にお住まいの方】 

市民税所得割額がわかる書類（市町村民税特別徴収税額決定通知書・市町村民税所

得割額（配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等の控除前の額）がわ

かる課税証明書等）の提出が必要です。申請月によって参考とする税額の年度が異なり

ます。 

令和７年４月～令和７年８月入園…令和６年度 

令和７年９月～令和８年３月入園…令和７年度 
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■電子申請 

 電子申請をご利用の場合は、ちば電子申請サービス又はぴったりサービスより申請が

可能です。保育を必要とする事由を確認するための書類等、添付ファイルが必要になり

ますのであらかじめご確認ください。 

 なお、電子申請にはマイナンバーカードの読み取りが必要になります。スマートフォ

ンまたはパソコンとカードリーダーをご用意ください。 

※スマートフォンやカードリーダーは、マイナンバーカードの読み取りに対応した機種

をご用意ください。 

※電子申請は市外の方や市外の保育園を申請する方はご利用いただけません。 

 

・ぴったりサービストップページリンク

https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form 

  

 

・ちば電子申請システムリンク 

https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba-u/offer/offerList_initDisplay.action 
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９．市外にお住まいの方の申込方法 

 申込み時点で市外に住所がある方で、印西市内の保育園等の申込みを希望する場合は、

下記の扱いとなりますのでご確認ください。 

 

■転入を予定している方 

条 件…入園決定後、入園月の前月末までに転入されること 

申請場所…印西市役所保育幼稚園課 

申請方法…郵送・窓口 

書 類…印西市の必須提出書類（１２ページ参照）に下記３点を添付 

・転入手続きに関する同意書（印西市の指定様式） 

・転入先住所の確認できる書類（売買契約書または賃貸契約書の写し等） 

・市町村民税所得割額のわかる書類（市町村民税特別徴収税額決定通知書、市町村民税

所得割額（配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等の控除前の額）

がわかる課税証明書等、１４ページ参照） 

 

転入後は、審査の合否に関わらず保育幼稚園課にて速やかに本申請が必要です。 

 

■転入を予定していない方 

条 件…保護者のいずれかが印西市内の事業所等に勤務しており、お住いの市区町村 

で就労を理由とする保育認定を受けている方又は里帰り出産の方 

申請場所…お住いの市区町村 

申請方法…お住いの市区町村にお問い合わせください 

書 類…お住いの市区町村の様式に下記２点を添付 

・直近の健診票又は、母子手帳の健康状況がわかるページの写し 

・市町村民税所得割額のわかる書類（市町村民税特別徴収税額決定通知書、市町村民税

所得割額（配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等の控除前の額）

がわかる課税証明書等）１４ページ参照 

 

※市内在勤又は里帰り出産を要件に申請される方で、４月入園を希望される方は 2次申

請からの受け付けとなります。１次申請期間中に申請書類の提出があった場合でも、

審査は2次審査からとなります。また、在勤要件の場合転勤等により印西市内の事業

所等に勤務しなくなった場合や在勤要件のある保護者の認定が就労以外に変更とな

った場合は退園となりますのでご注意ください。 

 

■市外へ転出される方 

印西市内の保育園を利用しており印西市から転出される方は、継続して保育園の利用

をご希望される場合、保護者のいずれかが印西市内の事業所等に勤務していることが条

件となります。就労先が市外の場合には退園となりますのでご注意ください。 

※転出の際、退園の手続きが必要となります。また、転出後に転出先の市区町村にて手

続きが必要です。 
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１０．医療的ケアが必要な場合や、お子様の発達や行動、身体に

ついて心配がある保護者様へ 

 

「言葉が遅れているのでは？」 

「落ち着きがなくて心配だ。」 

「身体に障害があるが、保育園に通えるのか？」 

 

このようなことで、保育園の入園に心配があるお子様について、市では、事前にお

子様の状況を確認させていただき、保育園の入園について、ご相談に応じます。 

入園にあたっては、加配保育士の配置や施設・設備の改修等が必要になるなど、特

別な配慮が必要と判断された場合、保育園の空き状況に関わらず、保育園側での受け入

れ体制が整うまでの間、入園を保留させていただくことになりますが、保育園が集団生

活の場であることや療育機関ではないことをご理解いただき、保護者様にはご協力お願

いいたします。 

また、お申し込みの前に入園を希望する保育園を見学いただき、受け入れが可能な

体制であるかご確認くださいますようお願いいたします。 

なお、医療的ケアが必要なお子様の受け入れは西の原保育園で実施しています。 

 

【手続きの流れ】 

① 保育幼稚園課又は保育園への事前のご相談・ご見学 

⇒入園に心配をお持ちの場合は、必ずご相談ください。 

※医療的ケアが必要なお子様の申請は、入園希望月の３か月前までに申請書類を提

出する必要があるなど通常の流れと異なります。入園を希望される場合は、お早め

にご相談ください。 

  

②保育幼稚園課への利用申込書の提出 

 ※医療的ケアが必要なお子様の申請は、別途書類の提出が必要です。詳細は、保

育幼稚園課へお問い合わせください。 

 

③保護者様及びお子様との面接の実施 

 ⇒面接内容を踏まえ、保育園での受け入れ体制の検討 

 ※集団での活動に参加できない場合や特別な配慮が必要な場合などには、保育所

等への入所ができない場合があります。 

 

④利用調整会議での審査 

 

⑤［入園が内定した場合］保育園との面接等の実施及び入園準備 

 ［入園保留となった場合］保護者様との話し合い（必要に応じて随時） 

 

 



 

１８ 

 

 

【留意事項】 

 ・利用の申し込みにあたり、療育・定期的な通院などを行われているお子様について

は、提出書類である「申込児童の健康状況調書」にお子様の状況を漏れなく記入し

てください。 

 ・入園後であっても、保育状況によっては保育園と協議のうえ利用時間が変更となる

場合がありますのでご了承ください。  



 

１９ 

 

１１．利用調整について 

 

保育の必要性の認定（支給認定）後、保育施設利用の可否が決まります。 

締切日までに申し込みされた方について、保育の必要性の度合いを点数化し、利用調

整会議において、必要性の高いお子様から利用を承諾することになります。 

利用調整基準表（２０ページ・２１ページ参照）は、保育を必要とする事由による『基

本指数』と家庭状況や保育先による『調整指数』により構成されています。 

『基本指数』と『調整指数』の合計点により、利用調整を行います。 

 

●基本指数及び調整指数は、申込締切日までに提出があった書類をもとに、入園月の状

況で審査を行います。 

●希望施設に受入れの余裕がない場合など、利用申し込みをされてもご希望に添えない

ことがあります。 

●申込書記載の施設以外は利用調整いたしません。複数の施設を希望される場合は、希

望する順に申込書に記入してください。（希望する園の数に上限はありません） 

●兄弟のいる保育園への転園を希望する場合は、その在園している園のみを希望される

場合に限り、加点（＋３）を行います。複数の園を希望された場合は、減点（－１）

での審査となります。 

●利用調整の結果は、利用調整の概ね１週間後（４月入園を除く。）に保護者の方へ郵送

で通知します 

 

 

 

 個人情報保護の観点から、利用調整結果に関する電話でのお問い合わせにはお

答えできません。窓口で結果をお知りになりたい方は、事前に保育幼稚園課へお

問い合わせください。その際、必ず顔写真入りの身分証明書（運転免許証等）を

ご持参ください。 

なお、４月入園に関する利用調整結果については、文書による通知のみです。

電話や窓口でのお問い合わせにはお答えしませんので、ご了承ください。 
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【保育の利用調整基準表】 

１ 基本指数 

 

 

No. 類型 細目 基本指数 

１ 就労 月160時間以上の就労を常態又は単身赴任 11 

月140時間以上160時間未満の就労を常態 10 

月120時間以上140時間未満の就労を常態 9 

月100時間以上120時間未満の就労を常態 8 

月80時間以上100時間未満の就労を常態 7 

月60時間以上80時間未満の就労を常態 6 

2 母親の出産 出産予定日を含む月及びその前後2か月間 11 

３ 保護者の疾病

等 

疾病 入院 おおむね1か月以上の入院 12 

居宅 
療養 

常時臥床 おおむね1か月以上臥床 12 

精神等 
医師が長期加療（安静）を   
要すると診断した場合 

10 

一般療養 

医師がおおむね1か月以上加療
(安静）を要すると診断した場合 

9 

上記以外で保育が困難であると
認められる場合 

8 

障害 身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳○A・Aの1・Aの2、精
神障害者保健福祉手帳１級を所持している場合 

12 

身体障害者手帳3級～6級、療育手帳Bの1・Bの2、精神障害
者保健福祉手帳２級又は3級を所持している場合 

10 

４ 病人の看護等 看護 

介護 

付添 

居宅外 
おおむね１か月以上入院して
いる親族の入院付添に当たっ
ている場合 

12 

居宅内 

寝たきり又は心身障害である
親族の常時介護等に当たって
いる場合 

12 

心身の傷病及び障害により常
時看護又は介護が必要と認め
られる場合 

8 

居宅外・居宅内 その他の病人等の介護等 8 

５ 災害復旧 火災、風・水害等による災害の復旧に当たる場合 12 

６ 求職活動等 求職又は開業予定のため日中外出を常態としている場合 5 

７ 

就学又は職業
訓練 

学校教育
法に定め
る学校、職
業訓練施
設等に就
学又は通
所してい
る場合 

月160時間以上の就学を常態 1０ 

月140時間以上160時間未満の就学を常態 ９ 

月120時間以上140時間未満の就学を常態 ８ 

月100時間以上120時間未満の就学を常態 ７ 

月80時間以上100時間未満の就学を常態 ６ 

月60時間以上80時間未満の就学を常態 ５ 

８ 虐待・配偶者か
らの暴力など 

虐待・配偶者からの暴力等により特に保育が必要と認める状態にある
場合 

12 

９ 育児休業 
育児休業を取得している場合 
※育児休業取得前に既に保育所等を利用していた子どもに限る。 

5 

10 その他 上記類型に類する状態にある場合 
※類する項目

に準ずる 
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２ 調整指数 
番号 条件 必要な書類 調整指数 

１ 
両親不存在又はひとり親世帯（死亡、離別、行方不明、拘禁、未婚、離婚調停

中の別居等） 

戸籍謄本（写し可） 

呼び出し状等 
＋3 

２ 
保護者のいずれかが市内の保育所等に勤務（育児休業中で入園時に仕事に復帰

しない場合を除く。以下同じ。）する保育士の場合 

就労証明書 

保育士証 
＋3 

３ 

保護者のいずれかが、市の非常勤職員に登録中の保育士（入園時に保育士とし

て就労することができる状況にある者に限る。）の場合（２に該当する場合を除

く。） 

申立書 

保育士証 
＋3 

４ 

保護者のいずれかが、幼稚園に勤務する保育士資格を有する者又は認可外保育

施設若しくは市外の保育所等に勤務する保育士（国家戦略特別区域限定保育士

を含む。）の場合（３に該当する場合を除く。） 

就労証明書 

保育士証 
＋1 

５ 生活保護法による被保護世帯  ＋2 

６ 
生計中心者が整理解雇、倒産その他自己の責めに帰すべき理由によらない離職

による求職中の場合 
申立書 ＋2 

７ 産後休暇又は育児休業が終了し、同一の職場に復帰する場合 就労証明書 ＋2 

８ ６５歳未満の同居の親族、その他の者が保育可能な場合  －3 

９ 
市外から転入（転入予定）の児童が転入前の市区町村において保育所等を利用

している場合 
在園証明書 ＋2 

１０ 
認可外保育施設の利用を常態とする児童が申込をする場合（市内在住者に限

る） 
利用契約書の写し ＋2 

１１ 
通所している保育所等の閉所又は利用対象年齢の満了に伴い、別の保育所等の

利用申込みをする者 

申立書・在園証明

書（市内在園の場

合省略可） 

＋６ 

１２ 兄弟姉妹２人以上で同時に利用申込みをしている場合  ＋１ 

１３ 
兄弟姉妹が既に保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望してい

る場合 
 ＋３ 

１４ 
利用申込みにおいて希望した保育所等に入園した後に、他の保育所等への転園

を希望する場合（兄弟姉妹が利用している保育所等への転園を除く） 
 －１ 

１５ 
出産の理由により市内の保育所等を退園した子ども又は当該出産以降に出生

した子どもの保育を希望する場合 
申立書 ＋３ 

１６ 児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められる場合  ＋1～＋６ 

１７ 待機期間が１年以上経過している者  ＋2 

１８ 待機期間が６か月以上経過している者  ＋1 

１９ 特別な支援を要する子どもの保育を希望する場合  ＋1 

２０ 市外在住者（利用開始までに転入する者を除く）  －6 

２１ ６か月以上保育料を滞納（申込み児童以外の滞納分を含む）している場合  －6 

２２ 
利用調整により決定した保育所等の利用を辞退した場合（辞退した利用月の翌

月から１年間に限る。） 
 －2 

２３ 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合 確認票該当欄に☑ -30 

備考 

①基本指数及び調整指数を決定する基準日は、入所希望月の書類提出締切日とします。 

②基本指数は父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定します。（ひとり親世帯の場合は、当該ひとり親の指数

と11点を足したものを基本指数とします。また、父母がいない場合は、その他の保護者で基本指数を設定します。） 

③保護者が保育を必要とする事由が複数ある場合には、原則として指数の高い状況を適用します。 

④期限内に保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合は、求職中（就労先未定）として利用調整を行います。 

⑤就労状況については、契約上の勤務日数・時間だけでなく、実績も含めて指数を決定します。 

⑥就労時間には、時間外勤務時間、通勤時間は含みません。ただし、休憩時間は含みます。 

⑦調整指数は保護者からの申請に基づき、必要な書類が提出された場合に適用します。 

➇必要な書類の「就労証明書」又は「申立書」には、調整指数の対象となる内容がわかる記載があった場合のみ有効で

す。 

⑨調整指数２３を条件とする審査を希望した場合、復職希望月までは待機期間としてカウントしません。また、以前か

ら継続して申請しており、待機期間が6か月を経過している場合でも加点は抹消されます。 

  

  



 

２２ 

 

３ 基本指数と調整指数の合計が同一の場合の優先順位 
１ 印西市民である者（利用開始までに転入する者を含む） 

２ 当該保育所等の希望順位が高い者 

３ 
通所している保育所等の閉所又は利用対象年齢の満了に伴い、別の保育所等の利用申し込みをす
る者 

４ 児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められる者 

５ 
保護者のいずれかが市内の保育所等に勤務する保育士又は市非常勤保育士に登録中の保育士であ
る者 

６ 待機期間が長い（ただし、利用申し込みを一旦取下げた場合、取下げ前の待機期間は除く。） 

７ 両親不存在又はひとり親世帯（死亡、離別、行方不明、拘禁、未婚、離婚調停中の別居等） 

８ 生活保護法による被保護世帯 

９ 
兄弟姉妹が既に保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望している又は兄弟姉妹２
人以上で同時に利用申し込みをしている者 

10 市町村民税所得割額の合計が低い世帯 

11 基本指数が高い世帯 
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１２．令和７年度の保育園保育料（利用者負担額）について 

① 保育料の決定について 

・保育料は、保護者（父母ともに）の市町村民税所得割額を基本として算定します。

４～８月分は前年度(令和６年度)、９～３月分は当年度(令和７年度)の額をもとに算

定します。 

・祖父母等と同居で、父母ともに一定額以下の収入（給与収入で１０３万円）の場合

は、祖父母等の同居人の税額を保育料の算定に用います。 

・税額を証明する書類の提出がされない場合は、最高位の階層（第１３階層）を適用

します。 

・保育料は月極めのため、月の途中で退園しても１か月分の保育料がかかります。 

・多子軽減措置として、生計を一にするお子様の年齢に関わらず、第二子は保育料が

半額に、第三子以降は無料となります。その場合、別途書類の提出が必要です。詳

細は保育幼稚園課までお問い合わせください。 

 ※「生計を一にする」とは、同一世帯以外に、就労、就学等の都合により、別居で

あっても、仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。その場合、

別居中のお子様の住民票及び生計を一にしている旨の申立書の提出が必要です。 

 例：小学２年生、２歳児、１歳児のお子様がいる世帯の場合、小学２年生のお子様

から第一子とカウントし、２歳児のお子様は第二子となり保育料が半額、１歳児の

お子様は第三子となり保育料は無料になります。 

 

◎年収約３６０万円未満の世帯の保育料負担軽減について 

・市町村民税所得割課税額が 77,101 円未満、かつ母子、父子世帯又は在宅障がい

児・者のいる世帯に該当する場合、在園する全てのお子様の保育料が無料となりま

す。 

 

② 給食費について 

・３～５歳児については、令和元年１０月からの保育無償化により、保育料の負担は

無料となり、それに伴い給食費は実費負担となります。給食費の月額は園によって

異なります。 

・世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合（母子、父子世帯又は在宅

障がい児・者のいる世帯の場合は世帯の市町村民税所得割課税額が 77,101 円未

満の場合）は３～５歳児の給食費のうち、副食費（おかずなど）は免除となります。 

・同一世帯から３人以上の就学前児童が利用する場合、３人目以降は３～５歳児の給

食費のうち、副食費（おかずなど）は免除となります。 
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③ 保育料の納入について 

・原則として口座引き落としとなります。ただし、認定こども園・地域型保育事業に

ついては、各園で納入方法や振替日が異なりますので、詳しくは直接各園にお問い

合わせください。 

・３～５歳児の給食費は、公立保育所は原則として口座引き落としとなります。私立

保育所、認定こども園については各園で金額や納入方法、振替日が異なりますので、

詳しくは直接各園にお問い合わせください。 

・入園内定後にお渡しする「印西市口座振替依頼書」により、下記口座振替指定金融

機関にお申し込みください。 

※口座振替手続きが完了するまで時間がかかるため、口座振替手続きが完了するま

での間の保育料は毎月中旬頃に送付いたします納付書でお納めいただきます。入

園初月につきましては、決定通知に同封の納付書にてお納めください。 

・口座振替日、納期限は毎月月末（１２月は２５日）です。 

※なお、振替日が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日となります。 

・口座振替領収書は発行しませんので、通帳等でご確認ください。 

【口座振替指定金融機関】 

・千葉銀行  ・京葉銀行   ・千葉信用金庫    ・千葉興業銀行 

・みずほ銀行 ・三井住友銀行 ・西印旛農業協同組合 ・ゆうちょ銀行 

・保育料を滞納した場合、財産の差し押さえなどの処分を行うことがあります。 

④  保育料の変更について 

・保育料確定後に修正申告等で税額を変更した場合、年度内に限り、遡って保育料を

算定し直しますので、必ず、変更があったことを保育幼稚園課にご連絡ください。 

・世帯の変更等があった場合は、保育料が変更になる場合がありますので、必ず、

保育幼稚園課にご連絡ください。保育料の変更は、原則、保育幼稚園課に変更事

由の届出があった日の翌月から行います。ただし、届出の遅れなど、年度内に限

り、その事由の発生した日の翌月に遡って変更を行う場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２５ 

 

 

 

令和７年度 保育料（利用者負担額） 

 

（注） 

①表中の年齢は、令和７年３月３１日現在の満年齢により決定します。なお、当該年度

中はその年齢を適用して保育料を算定します。 

②階層区分は、８月分までは令和６年度、９月分以降は令和７年度の税額で決定します。 

③市町村民税所得割額を計算する際、調整控除以外の税額控除（配当控除、住宅借入金

等特別税額控除、寄付金税額控除等）は適用されません。 

④生計を一にするお子様の年齢に関わらず、保育園等を利用しているお子様が第一子の

場合は基準額、第二子の場合は基準額の半額、第三子以降の場合は無料となります。 

⑤母子、父子世帯又は在宅障がい児・者のいる世帯で、世帯の市町村民税所得割課税額

が77,101円未満の場合は、軽減措置が講じられます。（２３ページ参照） 

⑥保護者の収入に応じて、同居家族の課税内容を含めて算定する場合があります。 

⑦この保育料の他、園によっては実費徴収や上乗せ徴収を行うことがあります。 

 また３～５歳児については、給食費が実費負担となります。給食費は園によって異な

ります。 

⑧延長時間の利用については、別途、延長保育料を徴収いたします。（８ページ参照） 

（延長保育料については、３～５歳児についても徴収いたします。

階層 階層区分 
３～５歳児 保育園等の子ども ０～２歳児 保育園等の子ども 

 (標準時間) (短時間)  (標準時間) (短時間) 

第1 生活保護世帯 

 

0 0 

2
番
目
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
半
額
、
3
番
目
以
降
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
無
料 

0 0 

第2 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 

第3 市町村民税所得割非課税世帯 0 0 9,000 8,800 

第4 
市

町

村

民

税

所

得

割

課

税

世

帯 

48,600円未満 0 0 13,000 12,700 

第5 67,000円未満 0 0 17,000 16,700 

第6 97,000円未満 0 0 24,000 23,500 

第7 169,000円未満 0 0 35,600 34,900 

第8 210,000円未満 0 0 46,000 45,200 

第9 256,000円未満 0 0 48,000 47,100 

第10 301,000円未満 0 0 48,800 47,900 

第11 327,000円未満 0 0 57,000 56,000 

第12 366,000円未満 0 0 60,000 58,900 

第13 366,000円以上 0 0 62,000 60,900 



 

２６ 

 

１３．保育園に関する Q＆A 

印西市ホームページには、さらに詳しいQ＆Aを掲載していますので、併せてご確認

ください。 

 

支給認定に関すること 

 

Ｑ１ 保育園を利用するための「認定」とは何ですか？ 

Ａ１ 子ども・子育て支援制度においては、施設型給付を受ける幼稚園、保育園、認

定こども園等に通園を希望する児童は、次の３区分のいずれかの「認定」を市

から受ける必要があります。 

［１号認定］３歳以上児で幼稚園や認定こども園の利用を希望する場合。 

［２号認定］３歳以上児で保護者の就労等により保育園や認定こども園等の

保育施設の利用を希望する場合。 

［３号認定］３歳未満児で保護者の就労等により保育園や認定こども園等の

保育施設の利用を希望する場合。 

※２号及び３号認定については、保護者の就労状況等により、施設を 11 時間

以内で利用できる「保育標準時間」と、８時間以内で利用できる「保育短時

間」とに区分されます。 

 

 

Ｑ２ 保育標準時間認定の場合、必ず毎日１１時間の利用ができるのでしょうか？ 

Ａ２ 教育・保育給付認定時に決定する「８時間」「１１時間」といった保育時間

は、あくまでも「最大で施設を利用することができる時間」です。 

保護者の就労実態などに応じ、保育が必要と認められる時間内での利用にな

ります。また、お子様の状況（月齢６か月未満、特別な支援が必要など）に

より、「保育標準時間」の区分と認定されたとしても、「保育短時間」と同

等の利用時間になることがあります。 

 

 

Ｑ３ 教育・保育給付認定の申請手続きの際に、書類不備があった場合はどうなり

ますか？ 

Ａ３ 書類不備や書類未提出により教育・保育給付認定ができない場合、利用申込

書が提出されていても、利用調整を行うことができません。 

   不備書類や未提出書類については、保育幼稚園課からご連絡をさせていただ

くこともありますので、その場合は至急ご対応ください。 

 

 

 

 



 

２７ 

 

 

 

利用申し込みに関すること 

 

Ｑ１ 保育園の希望順位により、利用調整結果が変わることはありますか？ 

Ａ１ 利用調整の際には、保育の必要性を点数化し、点数が高いお子様から順に利

用調整を行いますが、点数の同じお子様が複数いる場合には、第１希望園か

ら順に利用調整を行いますので、希望園の順番によっては利用調整結果が変

わる可能性があります。 

 

Ｑ２ 保育園の利用が保留となった場合、毎月申し込みをする必要はありますか？ 

Ａ２ 申請時に「空き待ちをする（翌月以降も継続審査を希望する）」を選択した

場合、保護者からの申し込みの取り下げがない限り、翌月以降（最長で年度

末まで）も継続して利用調整を行いますので、新たに申し込みをする必要は

ありません。 

ただし翌年度以降も利用を希望する場合は、別途申し込みが必要です。 

 

Ｑ３ 現在、求職中ですが、保育園の利用申し込みをすることはできますか？ 

Ａ３ 求職中でも保育園の利用申し込みは可能です。ただし、利用調整を行う際の

優先順位は低くなります。 

また、利用が決定した場合、支給認定日から９０日以内に就労し、就労証明

書（月６０時間以上の就労が必要）の提出が必要です。就労の確認が出来な

い場合、退園となりますのでご注意ください。 

 

Ｑ４ 現在、育児休業を取得中ですが、保育園の利用申し込みをすることはできま

すか？ 

Ａ４ 入園が決まった場合には、仕事に復帰することを条件として申し込むことが

できます。 

   申し込みの際、①「直ちに復職を希望する」又は、②「希望する保育園等に

入園できない場合は、育児休業の延長も許容できる」のどちらかを選んで申

し込んでいただきます。 

②の場合は、利用調整を行う際の優先順位が著しく低くなります。また、育

児休業の延長を許容できる月までは入園待機期間に含まれませんのでご注意

ください。 

 

Ｑ５ 印西市に転入予定で申し込みます。いつまでに転入すればいいですか？ 

Ａ５ 転入期日は、入園月の前月末までです。期日までに転入されない場合は、入

園を辞退していただきます。 

 

 



 

２８ 

 

 

 

Ｑ６ 夫婦共働きですが、幼稚園と保育園を併願することは可能ですか？ 

Ａ６ 幼稚園と保育園を併願することは可能です。 

   手続きとして、幼稚園は直接施設に利用申し込みをしていただきますが、保

育園は、支給認定申請と併せて、市に利用申し込みを行うことになります。 

 

 

Ｑ７ 希望する保育園を変更することはできますか？ 

Ａ７ 希望園の変更は可能です。変更を希望する月の申込締切日までにちば電子申

請サービスか、次の項目を明記の上、保育幼稚園課窓口へ申立書を提出して

ください。 

   なお、ほかの方法での変更は承っておりません。変更内容をほかの方法でお

伝えいただいた場合は所定の方法で改めて手続きをしていただきます。 

 

 【ちば電子申請サービスを利用する場合】 

 右の QR コードから手続きを行ってください。 

URL：https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba- 

u/offer/offerList_detail?tempSeq=34561 

 

【保育幼稚園課窓口で申立書を記入する場合】 

①住所 ②保護者氏名 ③児童氏名及び生年月日 ④電話番号 

⑤希望する保育園名 

※希望園を複数とする場合は、希望順位も必ず記載してください。 

 

Ｑ８ 利用申込の際に面接を受けませんでした。入園できますか？ 

Ａ８ 面接を受けていない場合は、利用調整の結果、入園可となった場合でも、内
定となります。内定した園で面接を実施後、入園を決定します。面接の結果
次第では入園が保留となることもあります。 

 

Ｑ９ 転園を希望したいのですが、兄弟が在園する園以外を同時に希望することは

できますか。 

Ａ９ 兄弟が在園する園と在園していない園を同時に希望することはできますが、
減点（－１）での審査となります。加点（＋３）での審査を希望する場合は
兄弟が在園する園のみで転園を希望してください。 

 

 

  

＼希望園の変更はこちらから／ 



 

２９ 

 

利用決定から入園までに関すること 

 

Ｑ１ 利用が決まった場合、利用開始までの流れはどうなりますか？ 

Ａ１ 利用調整において、希望園の利用が決まりましたら、保育幼稚園課から利用

を承諾する通知をお送りします。 

また、保育園から利用決定者に対して、電話で連絡をしますので、園からの

指示に従って利用の準備を進めてください。 

 

 

Ｑ２ 利用が決まってからのならし保育は、どのように受けられますか？ 

A２ 利用開始日は、入園月の初日（毎月1日）となります。ならし保育について

は、原則として、利用開始日以降に実施することになります。保護者が育休

から仕事に復帰する場合は、利用開始日から職場復帰日までの期間で、必要

な期間にならし保育を実施していただきます。ならし保育の開始日や、期間

については、入園する園とご相談ください。 

 

Ｑ３ 育児休業から復職する場合は、いつまでに職場に復帰すればいいですか？ 

A３ 保護者が育休から仕事に復帰する場合の復帰期限は、入園月の翌月10日まで

となります。入園月の末日までに復職日がわかる就労証明書の提出が必要と

なります。 

 

Ｑ４ 利用が決まったあと、申請時の職場を辞めました。入園できますか？ 

A４ できません。申請する際には、入園する時の状況で書類の提出をいただき、

その内容で審査しているため、入園の際に状況が異なる場合は入園を辞退し

ていただきます。 

 

Ｑ５ 引っ越してきたので、申請時の職場を辞めました。入園できますか？ 

A５ できません。申請する際には、入園する時の状況で書類の提出をいただき、

その内容で審査をしているため、入園の際に状況が異なる場合は入園を辞退

していただきます。申請時には、転入後の状況で申請してください。 

 

  



 

３０ 

 

保育園の利用に関すること 

 

Ｑ１ 子どもが風邪を引いたときは、保育園に預けられないのですか？ 

Ａ１ 保育園は健康なお子様をお預かりする施設ですので、お子様に熱があるとき

は家庭保育をしていただくことになります。 

   風邪を含め、お子様の病状により登園をお断りする場合がありますので、  

詳しくは保育園にご確認ください。 

   なお、市では病児・病後児保育事業(有料)を実施しており、お子様の病状に

よって利用することが可能です。詳しくは下記までお問い合わせください。 

   【お問い合わせ先】 

    病児・病後児保育事業「おひさまルーム」（印西総合病院内） 

     ℡０４７６－４７－５６３５（直通） 

 

Ｑ２ 仕事の前後や、仕事が休みの日は、保育園に預けられないのですか？ 

Ａ２ 保育園が利用できるのは、基本的に就労時間（通勤に要する時間を含む）の

みです。保護者の方がお休みの日は、基本的に家庭保育をお願いしていま

す。仕事の前後や休みでも、他に事情がある場合（通院等）には、通園して

いる保育園にご相談ください。 

 

Ｑ３ 食物アレルギーがあるのですが保育園ではアレルギー対応はしていますか？ 

Ａ３ 保育園では、原則として、アレルギー児の受入れをしておりますが、保育園

によって対応が異なります。 

   入園を希望される保育園には、事前にお問い合わせください。 

 

保育料に関すること 

 

Ｑ１ 保育料はどのように決定しますか？また、施設により保育料は異なります

か？ 

Ａ１ 保育園の保育料は、市民税所得割額を基本として決定しますが、令和７年４

月から令和７年８月までの保育料は、令和６年度の市民税課税内容を、令和

７年９月から令和８年３月までの保育料は、令和７年度の市民税課税内容に

より決定をしますので、年度の途中で保育料が変わる可能性があります。 

   なお、認可保育園（公立、私立）・認定こども園・地域型保育事業での保育

料は、どの施設も同じ算定方法となりますので、基本的に施設によって保育

料が異なることはありません。 

   その他、３～５歳児については、保育無償化により、保育料の負担は無料と

なり、それに伴い給食費は実費負担となります。（延長保育料は、別途発生

します。） 

 

  



 

３１ 

 

Ｑ２ 保育園の保育料はどのように納めますか？ 

Ａ２ 原則として、毎月末に金融機関の口座引き落としとなりますので、利用決定

後に金融機関において、口座引き落としの手続きを行っていただくことにな

ります。ただし、認定こども園・小規模保育事業については、各園で納入方

法や振替日が異なりますので、詳しくは直接各園にお問い合わせください。 

   なお、口座振替手続きが完了するまで時間がかかるため、口座振替手続きが 

完了するまでの間の保育料は毎月中旬頃に送付いたします納付書でお納めい

ただくこととなります。 

 

Ｑ３ 母子家庭の場合、保育料は無料になりますか？ 

Ａ３ 保育料は、市民税所得割額を基本として算定することから、母子家庭であっ

ても、課税内容に応じて保育料がかかります。ただし、市町村民税所得割課

税額が77,101円未満の母子世帯に該当する場合につきましては軽減措置が

講じられます。 

 

Ｑ４ 保育園への入園に関して、保育料以外の費用がかかることはありますか？ 

Ａ４ 保育園では、保育料以外の費用として、上乗せ徴収・実費徴収を行うことが  

あり、３～５歳児の給食費も各園によって異なります。 

   具体的な内容については各園により異なりますので、入園を希望する園に必

ず事前に確認をしてください。 

 

Ｑ５ 年度の途中から（例えば９月）に３歳になりますが、いつから保育料は無料

になりますか？ 

Ａ５ ３歳児クラスとなる、翌年度の４月から保育料は無料になります。 

 

Ｑ６ 一か月間のうち半数以上登園しませんでした。保育料の返還はありますか？ 

Ａ６ ありません。 


